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事業の目的

現状に満足することなく果敢に挑戦する都内中小企業者等
が、更なる発展に向けた競争力の強化、成長産業分野への参
入、IoT・ロボット活用、後継者によるイノベーションを目

指す際に必要となる最新機械設備を新たに購入するための経
費の一部を助成する。

※ 年２回募集

年度 募集回 説明会 申請予約～受付

Ｈ29
第1回 終了

第2回 終了

Ｈ30
第3回 終了

第4回 終了

Ｒ1
第5回 終了

第6回 終了

Ｒ2
第7回 R2.4月（中止） R2.5月～

第8回 年度後半実施予定



第７回募集のスケジュール（2020年度）

1. 申請予約期間（公社HPよりお申込み）
５月７日（木）～５月26日（火）17時まで
※ 申請予約がない場合は申請できません。

2. 申請書類提出期間（公社指定日時に受付会場まで持参）
６月２日（火）～６月９日（火）

3. 審査期間
６月下旬～９月上旬
一次審査（書類）、二次審査（面接・書類）、総合審査

4. 助成対象事業者決定
９月中旬

5. 事務手続き説明会
９月下旬
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対 象 者
基準日時点で東京都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で２年以
上継続して事業を行っている中小企業者等。（※都外に機械設備を設置す
る場合は、都内に本店があること）

助成対象事業
Ⅰ～Ⅳのいずれかの事業であること
Ⅰ 競争力強化 Ⅱ 成長産業分野 Ⅲ IoT・ロボット活用 Ⅳ 後継者イノベーション

助 成 率
・

助 成 限 度 額

対 象 期 間
交付決定日の翌月１日から１年６ヶ月間
（第７回募集：2020年10月１日～最長2022年３月31日）

募 集 時 期 年２回募集

対 象 経 費 最新機械設備の購入経費

事業の概要
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助成対象事業

Ⅰ【競争力強化】
更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開に必要となる最新機械設備を新たに購入

する事業 （例）製品・サービスの高付加価値化、生産性向上

Ⅱ【成長産業分野】
成長産業分野の「支援テーマ」に合致した事業展開に必要となる最新機械設備を新たに購入

する事業

Ⅲ【IoT・ロボット活用】
更なる発展に向けて「生産性向上」を目指した事業展開に必要となる最新機械設備を新たに

購入する事業
※ 従業員一人当たりの付加価値額（=「労働生産性」）を設備投資実施から３～５年後の間
のいずれかで年率３％以上向上する計画であること

＜IoT化＞
機械設備導入と同時にIoT化を進めるために必要となる最新機械設備を新たに購入する事業

（例）生産設備の稼働状況把握、異常・故障監視、物流の効率化
（注）IoT化の経費のみは不可
＜ロボット導入＞
産業用ロボット、サービスロボット等を購入して行う生産性向上に資する事業

（例）ロボット導入による24時間稼働の実現、生産ラインの最適化

成長産業
分野

医療・健康・福祉分野 環境・エネルギー分野 危機管理分野

航空機・宇宙分野 ロボット分野 自動車分野



助成対象事業
Ⅳ【後継者イノベーション】

事業承継を契機とした後継者によるイノベーションに必要となる最新機械設備を新たに

購入する事業

[対象者]

基準日の3年前から助成対象期間の起点の前日まで（第７回募集：2017年４月１日から

2020年９月30日まで）に事業承継を行った事業者又は行う予定の事業者

[承継方法]

以下の①から③のいずれかの承継方法に合致すること

① 同一法人における代表者交代による事業の承継

➁ 個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継

③ 個人事業における廃業を伴う、個人事業主から新設法人への事業譲渡による承継

[事業内容]

対象者が行う既存事業とは異なる新事業活動に必要となる最新機械設備を新たに購入

する事業で以下の①から➃のいずれかの事業内容に合致すること

① 新商品の生産

➁ 新役務の提供

③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

➃ 役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動

（注）二次審査（面接審査）は後継者の方の出席を必須とします。
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助成率・助成限度額

事業区分 申請者区分 助成率 助成限度額 助成下限額

Ⅰ 競争力強化

中小企業者 Ａ １/２以内 １億円

100万円

小規模企業者※1 Ｂ ２/３以内 ３千万円

Ⅱ 成長産業分野 Ｃ ２/３以内 １億円

Ⅲ IoT・ロボット活用※2 Ｄ ２/３以内 １億円

Ⅳ 後継者イノベーション E ２/３以内 １億円

※1 小規模企業者が、申請者区分Ａで申請することも可能です。
ただし、申請時に選択した区分を申請後に変更することはできません。

※2 公社が実施する「IoT、AI導入前適正化診断」もしくは「ロボット導入前適正
化診断」を終了し、診断結果に基づいた申請である場合、審査において加点されます。
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助成事業を遂行するために必要となる最新機械設備の新たな購入、
搬入・据付に要する経費

ア 全ての機械装置

イ 以下の器具備品（4種類のみ）

・ 冷凍・冷蔵機能付の陳列だな及び陳列ケース

・ 度量衡器

・ 試験又は測定機器

・ 理容又は美容機器
※ IoT・ロボット活用区分は、IoT・ロボット関連装置、周辺設備（PC、サーバー、ソフト
ウェア、センサ、監視カメラ等）も対象とする。

（主な留意事項）

・ １基100万円（税抜）以上のものに限る。

・ 区分ⅠⅡⅣのソフトウェアは、助成対象となる機械設備に専用かつ必要不可欠にして一体
運用がなされものに限り、対象とする。

例：組み込みソフトウェア、専用制御ソフトウェア 等

・ 搬入・据付等に要する経費は、機械設備本体購入先が行い、機械設備の設置と一体で捉え
られるものに限り、対象とする。

助成対象経費①
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・ 事業実施のために必要となる最小限の経費のみ

・ 助成対象期間内に契約、取得、支払いが完了するもの

・ 助成対象の確認が可能で、本助成事業に係るものとして
明確に区分できるもの

【対象外経費となる例】

・ 既存機械設備の改良・修繕及び撤去・移設・処分に係る経費

・ 中古品の購入経費

・ 設置場所の整備工事や基礎工事、電気工事等に係る経費

・ 割賦、リース、レンタルに係る経費 等

助成対象経費②
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① 目的との適合性

② 優秀性

③ 実現性

④ 計画の妥当性

⑤ 成長・発展性

審査の視点



革新的事業展開設備投資支援事業における留意点

① 機械装置もしくは器具備品（4種類）に該当するか

※ 顧問税理士等に事前に確認しておく

② 事業に必要な許認可、設置場所の確認

③ 単なる機械設備の維持更新は対象外

④ 助成対象事業に合致しているか（競争力強化 or 成長産業
or IoT・ロボット活用 or 後継者イノベーション）

⑤ 機械設備納品スケジュールの確認（機械設備メーカーの
繁忙等、対象期間内の設置が必要）
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・ 募集要項を熟読し、本事業の概要、必要書類等を把握する
・ 必要な許認可等は取得しておく
（長年事業継続している場合、工場設置認可証等が行方不明なことがある）

・ 審査項目（申請書の様式）に沿って、事業計画をアピールする
※ 明瞭、簡潔、客観的に具体的数値を用いて記載する
※ 購入する機械設備で何をするのか
（現状分析、課題・解決策、効果）



同一テーマでの併願申請
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※ 複数採択された場合は、いずれかを選択

補助・助成事業の種類 併願申請

他団体の補助・助成事業

公社の他の助成事業



Webページ紹介
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公社助成金のページ



Webページ紹介
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革新的事業展開設備
投資支援事業ページ

募集要項、申請書様式を
ダウンロード
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お問い合わせ先

まずはＷＥＢへ 詳しくはお電話で

公社ＨＰ
https://www.tokyo-kosha.or.jp/

最新の助成金情報、募集要項、申請書
類などを入手できます。

＜お問い合わせ先＞
公益財団法人
東京都中小企業振興公社
企画管理部 設備支援課
TEL 03-3251-7884

✔ 助成事業ごとに問い合わせ先が
異なります。

お手数ですが、公社HPや一覧表で
所管をご確認の上、お問い合わせく
ださい。


